
4広報とよやま　令和7年2月号
暮らしの情報

特
集

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信

暮
ら
し
の
情
報

お知らせ

令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割

～
非
課
税
世
帯
の
皆
さ
ま
へ　
　
　

臨
時
特
別
給
付
金
の
ご
案
内
～

物
価
高
騰
に
直
面
す
る
低
所
得
世
帯
へ
の

支
援
と
し
て
、臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。手
続
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
者　
①
②
と
も
該
当
す
る
世
帯

①
令
和
6
年
12
月
13
日
時
点
で
豊
山
町
に
住

民
登
録
が
あ
る
世
帯

②
世
帯
全
員
の
令
和
6
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
一
部
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

詳
細
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
支
給
額　
1
世
帯
あ
た
り
3
万
円

（
18
歳
以
下（
平
成
18
年
4
月
2
日
生
ま
れ

以
降
）の
児
童
に
は
1
人
あ
た
り
2
万
円

を
加
算
支
給
し
ま
す
）

▼
振
込
先　
原
則
、世
帯
主
の
本
人
名
義
の

銀
行
口
座
へ
振
り
込
み
に
よ
り
行
い
ま
す
。

アア  

申
請
が
不
要
な
世
帯

申
請
が
不
要
な
世
帯

令
和
5
年
度
及
び
令
和
6
年
度
の
非
課
税

世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
を
本
町
で
受
給
さ

れ
た
世
帯

▼
支
給
方
法　
3
月
上
旬
頃
か
ら「
支
給
の

お
知
ら
せ
文
」と
支
給
決
定
通
知
書
を
お
送

り
し
、順
次
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

イイ  

申
請
が
必
要
な
世
帯

申
請
が
必
要
な
世
帯

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、本
町
で
初
め
て

給
付
金
を
受
け
る
世
帯

▼
支
給
方
法　
3
月
上
旬
頃
か
ら
、対
象
世

帯
に
は
、順
次「
住
民
税
非
課
税
世
帯
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
支
給
要
件
確
認

書
」を
送
付
し
ま
す
。必
要
事
項
を
記
載
い

た
だ
き
、期
日
ま
で
に
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

※
ご
自
身
の
世
帯
が
対
象
か
ど
う
か
は
、確

認
書
を
も
っ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
5
月
31
日
ま
で

▼
そ
の
他　
給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。町
が
受
取
手
続
の
た
め
、

A
T
M
操
作
を
指
示
す
る
こ
と
や
、手
数

料
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

本
給
付
金
は
、国
の「
国
民
の
安
心
・

安
全
と
持
続
的
な
成
長
に
向
け
た
総
合
経

済
対
策
」に
よ
り
、実
施
す
る
も
の
で
す
。

本
給
付
金
は
、差
押
禁
止
等
及
び
非
課

税
所
得
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

 

28
・
0
9
1
2

J
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
訓
練
放
送

J
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）

は
、緊
急
地
震
速
報
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報

な
ど
を
各
自
治
体
の
防
災
行
政
無
線
を
通
じ

て
瞬
時
に
自
動
放
送
し
、被
害
の
軽
減
に
役

立
て
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。こ
の
J
ア
ラ
ー
ト

の
動
作
確
認
を
目
的
と
し
た
訓
練
放
送
を
次

の
日
程
で
行
い
ま
す
。本
放
送
と
お
間
違
い

に
な
ら
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

▼
と
き　
2
月
12
日（
水
）午
前
11
時
頃

▼
放
送
内
容　
「（
チ
ャ
イ
ム
）」「
こ
れ
は
、J

ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」3
回
繰
り
返

す「
こ
ち
ら
は『
こ
う
ほ
う
と
よ
や
ま
』で

す
。」「（
チ
ャ
イ
ム
）」

▼
問
合
せ　
防
災
安
全
課
防
災
安
全
グ
ル
ー
プ　

 

28
・
0
3
5
5

2
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す

今
月
は
、児
童
手
当（
12
月
〜
1
月
分
）の

支
給
月
で
す
。2
月
10
日（
月
）に
受
給
者
の

指
定
金
融
機
関
口
座
に
振
込
み
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
子
ど
も
応
援
課
子
ど
も
応
援
グ

ル
ー
プ

 

28
・
0
9
3
6

支給対象者：令和６年12月13日時点で
豊山町に住民登録があり、
世帯全員が令和６年度

「住民税均等割非課税世帯」

  
Ｒ５・Ｒ6非課税世帯 
臨時特別給付金を本町で 

受給された世帯
（町が世帯全員の課税情報を確

認することができる世帯）

左記以外の世帯

申請は不要です
振込口座、振込日等が記
載された「支給のお知ら
せ文」をお送りし、順次指
定口座に振り込みます

申請が必要です
町から確認書が

届きます
（要返送）

支給対象と申請の有無支給対象と申請の有無

ア イ


